
 

 

 

 

教育長定例記者会見 

  

 

 

 

＜広報事項＞ 

   

○令和８年４月－５月の広報事項＜教育委員会＞        ・・・・２ 

 

 

 

 

＜話題提供＞ 

     

〇令和８年度 滋賀県教育委員会の重点施策について     

【別添】 

保護者向け情報誌「教育しが」４月号 

 

〇滋賀で先生になろう！公立学校教員の人材確保について  

 ・令和９年度の滋賀県の教員採用選考試験について      ・・・・３ 

 

 ・「教員へのファーストステップセミナー」（春講座）を開催します！ 

                              ・・・・５ 

 

〇学校における働き方改革取組計画について          ・・・・６         

 

〇パラスポーツ競技用車いすを活用したインクルーシブ教育イベント 

                              ・・・・８ 

配布資料 

日時：令和８年４月 16日（木）11：00  

場所：会見室 



令和８年４月～５月の広報事項＜教育委員会＞

日時（期間） タイトル
内容・会場

参加料（有料・無料の別）・事前申込の有無等

所属
（課名、室名、機
関名、学校名）

 問い合わせ先
（担当者名、電
話・内線番号）

随時
（申込団体の希
望する日時）

プラネタリウム
学習

　総合教育センターでは、各季節の星の見え方
や星座物語をプラネタリウムで解説し、小学校
や園（所）における天体についての学習を支援
します。
　・会　場：滋賀県総合教育センター　本館
　・参加料：無料
　・対　象：小学生・幼児
　・内　容：希望に応じます
（小学校第４学年授業前・授業後プログラムも
あります）
　・申込み：滋賀県総合教育センターＨＰ参照

総合教育セン
ター

科学教育係
077-588-2511

4月22日（水）
9:00～9:30

令和８年度「湖
の子」出航式

　令和８年度びわ湖フローティングスクール児
童学習航海の開始にあたり、乗船児童の航海へ
の意欲を喚起するとともに、安全な航海の実施
を誓います。
・会場：琵琶湖大橋港停泊中 学習船「うみの
こ」
・対象：第１回児童学習航海（日野町立日野小
学校、日野町立西大路小学校、日野町立南比都
佐小学校、日野町立桜谷小学校）

びわ湖フロー
ティングス
クール

坂口　竜太
077-524-8225

5月16日（土）
5月23日（土）
9:00～17:00

「教員への
ファーストス
テップセミ
ナー」
（春講座）

 教員免許を所有していて教育現場で働くこと
を考えている方、教員免許を取得中または取得
を考えている方に、学校現場で働くことへの不
安を解消していただけるよう、セミナーを開催
します。

北部会場：令和8年5月16日(土) 米原市役所
南部会場：令和8年5月23日(土) 滋賀県庁

教職員課
田中　美穂
077-528-4534
（内線4545）

5月25日（月）
13：40～14：00

令和８年度　学
習船「うみの
こ」落水者救助
訓練

　「うみのこ」からの児童の落水を想定し、高
速艇による落水者の救助をフローティングス
クール職員、船員ならびに乗船校引率教職員の
連携によって安全かつ迅速にできるよう訓練し
ます。
・会場：長浜沖から長浜港にかけて航行中の
「うみのこ」および付近の湖上
・訓練参加者：第１２回児童学習航海乗船校関
係者（竜王町立竜王小学校、近江八幡市立岡山
小学校）

びわ湖フロー
ティングス
クール

坂口　竜太
077-524-8225



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
滋賀で先生になろう！ ４月 17日出願開始 

 
令和９年度滋賀県公立学校教員採用選考試験 

                    

１ 概要 
令和９年度滋賀県公立学校教員採用選考試験〔夏選考〕において、受験者の負担を軽減

し、多くの方に受験していただくため、小学校第二次選考の専門実技（体育実技）の廃止、
高等学校教員第２志望の拡大、加点に関わる提出書類をすべて電子化するなどの改善を行
いました。 
また、令和９年度滋賀県公立学校教員採用選考試験〔秋選考〕は、昨年度同様に全校種

で実施します。 

 
２ 日程 

  〔夏選考〕 
出願期間      令和８年４月１７日（金）から５月１２日（火） 
第一次選考  令和８年６月１４日（日） 
第二次選考  令和８年７月２４日（金）から８月中旬までの間の指定する１日 

または２日間 
最終合格発表 令和８年９月中旬（予定） 

〔秋選考〕 
選考日        令和８年１０月１０日（土）（予定） 

 
３ 主な変更点 
①小学校第二次選考の専門実技（体育実技）を廃止します。 
②高等学校教員について、数学または理科に出願した場合、工業を第２志望とすることができ 
  ます。 
③社会人特別選考における民間企業等の勤務経験年数の条件を、教員免許状を有する場合は 
通算「２年」以上に短縮します。  

④加点に関わる提出書類をすべて電子化します。 
 
４ 採用予定数 
別紙「令和９年度滋賀県公立学校教員採用予定数」のとおり 

 
５ 実施要項や採用予定数の掲載場所 
   滋賀県教育委員会トップページ > 教職員の人事・教員免許等 > 採用・講師募集等  

ＵＲＬ：https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/zinzisaiyou/bosyu/ 

提供年月日：令和８年（2026年）４月 16日 

部 局 名 ：教育委員会 

所 属 名 ：教職員課 

係   名：県立学校人事係、教員採用育成･働き方改革係 

担当者名：平井・西村 

連 絡 先 ：077-528-4532・4536 

E - m a i l ：kyoin-saiyo@pref.shiga.lg.jp 

記者発表資料 

http://dngw.office.pref.shiga.jp/cgi-bin/dneo/zwmljs.cgi?_=1718155296598


令和９年度滋賀県公立学校教員採用予定数〔夏選考〕（4 月１５日） 

令和9年度滋賀県公立学校教員採用予定数〔夏選考〕は次のとおりです。 

 

校種・職種、教科・科目および採用予定数 

選考方法・校種・職種 教科・科目 採用予定数 

(1)一般選考   

1．小学校教員 − ２１０人程度 

2．中学校教員 国語:25人程度、社会:18人程度、数学:18人程度、 

理科:23人程度、音楽:３人程度、美術:10人程度、 

保健体育:10人程度、技術:10人程度、 

家庭:５人程度、英語:18人程度 

１４０人程度 

3．高等学校教員 国語:13人程度、 

地理歴史（日本史、世界史、地理）:９人程度、 

数学:７人程度、理科（物理、化学、生物）:８人程度、 

保健体育:５人程度、音楽:１人程度、美術:２人程度、

英語:16人程度、家庭:３人程度、情報:１人程度、 

農業:１人程度、 

工業（機械系、電気系、化学工業系）：８人程度、 

商業:６人程度、福祉:１人程度 

８１人程度 

4．特別支援学校教員 − ５３人程度 

5．養護教員 − １３人程度 

6．栄養教員 − １人程度 

(2)特別選考   

ア．障害者特別選考 (1)1．～6．の校種・職種、教科・科目 ※備考参照 

イ．社会人特別選考 高等学校教員 数学、理科（物理、化学、生物）、英語、

情報、農業、工業（機械系、電気系、化学工業系） 

※備考参照 

ウ．スポーツ・芸術 

特別選考 

(1)1．～6．の校種・職種、教科・科目 ※備考参照 

エ．国際貢献活動 

経験者特別選考 

(1)1．～6．の校種・職種、教科・科目 ※備考参照 

(3)大学３年生 

夢チャレンジ選考 

(1)1．～6．の校種・職種、教科・科目 ※令和 10年度

〔夏選考〕一

般選考の採用

予定数に含み

ます。 

(備考) 

※(2)特別選考の採用数は、(1)一般選考の各校種・職種の採用予定数に含みます。 

※日本国籍を有しない者を任用する場合は、「任用の期限を付さない常勤講師」として採用します。 



                    提供年月日：令和８年(2026年) ４月 16日 

            部 局 名：教育委員会 

           所 属 名：教職員課 

                    担 当 名：教員採用育成・働き方改革係 

             担 当 者 名：北郷・田中  

                     内 線：4545 電話：077-528-4534 

E - m a i l：ma03@pref.shiga.lg.jp 

 

 

あなたも滋賀で先生になろう！ 

「教員へのファーストステップセミナー（春講座）」を開催します！ 
 

１ 趣旨 

   教員免許を所持しながら他職に就いている人や、長らく教職を離れている人、教員免許

を取得中あるいは取得しようとしている人などに、教職の魅力や現在の学校の状況などを

説明するセミナーを開催することで、潜在的な教員希望者を掘り起こし、やる気・勇気に

灯をともし、新規講師登録につなげ、本県における臨時講師不足に対応する。 

 

２ 主な内容 

・学校で働くことの魅力や学校の状況について  

・学校での ICT 活用の実際を学ぶ 

・今求められる「教師力」について学ぶ 

・講師登録や教員免許の復活等についての相談会 等 

 

３  開催日時 

米原会場：令和８年５月 16日(土) 米原市役所３階会議室 

大津会場：令和８年５月 23日(土) 滋賀県庁北新館５階 

 

４  対象者 

教員免許状を所有していて学校で働くことに興味を持っておられる方 

教員免許取得中または取得を考えておられる方 

   

５  参加申込 

・県教育委員会のホームページやチラシにあるＵＲＬまたは２次元コードより 

・４月 24日（金）受付開始 

 

６  実績 

昨年度 

合計 10講座のべ 115名(実 108名)が参加。 

（春講座２回、夏・秋講座３回、冬講座３回、春先講座２回） 

  ３年間 

３年間のセミナー参加者は、のべ 384 名（実 234 名）。そのうち、県費の教職員として

勤務した者は実 79名。 

記者発表資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもも教職員も笑顔あふれる学校」へ 
学校における働き方改革取組計画について 

 

１．計画の概要 

期間：令和８年度(2026年度)～令和11年度(2029年度) 
 
趣旨：超過勤務解消、子どもと向き合う時間の確保、働きやすい職場づくり 
 

取組の柱を３つに整理し、教職員が誇りややりがいを感じ、心身ともに健康でいきいきと

勤務でき、「子どもも教職員も笑顔あふれる学校」の実現を目指して改革を進める。 

 
                                                                       
２．現状と目標 

(1)超過勤務時間             【現状】    【目標】 
１箇月超過勤務時間の平均             R6:38.7時間  30時間程度 
 

(2)年次有給休暇の取得          【現状】   【目標】 
年次有給休暇取得日数               R6:13.2日   年16日以上 

 

(3)「やりがい」と「働きやすさ」         【現状】      【目標】 
「やりがいがある」と回答する教職員  R6:82.0%      90％以上 
「職場は働きやすい」と回答する教職員 R6:76.2%      80％以上 

 

 

３．取組の３つの柱 
柱１：子どもと向き合う時間に専念できる環境づくり 

教員が授業や児童生徒への指導に専念できるよう、教科担任制や外部人材の活用な 
どにより指導・運営体制を充実する。 
 

柱２：業務の削減・効率化 

学校業務を見直し、ＩＣＴや生成ＡＩを活用して業務の負担軽減と効率化を図る。 
 

柱３：働きやすさの確保 
教職員が心身の健康を保ち教育に専念できるよう、柔軟な働き方や職場の意識改革 

など多面的な取組を進める。 
 

提供年月日：令和８年（2026年）４月16日 

部 局 名：教育委員会 

所 属 名：教職員課 

係   名：教員採用育成・働き方改革係 

担 当 者 名：野田・北郷 

連 絡 先：077-528-4536 

E - m a i l：ma03@pref.shiga.lg.jp 

記者発表資料 



1

方向性

目標

・授業や児童生徒への指導に専念できる時間の確保
・指導・運営体制の充実
・外部人材の活用

◇「やりがいがある」90%以上
◇子どもと向き合う時間の増加

柱１：子どもと向き合う時間に専念できる環境づくり柱１：子どもと向き合う時間に専念できる環境づくり

■指導・運営体制の充実
★代替教員の新たな確保策・配置
〇小学校における教科担任制の推進
〇小・中学校における授業時数の見直し
〇１人当たりの授業時間数の軽減
〇人材確保の推進

■外部人材の活用
★教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の配置
★副校長・教頭マネジメント支援員の配置
〇スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置

■学校と地域との連携の強化
★保護者や地域への協力依頼・広報活動
〇コミュニティ・スクールの推進
〇学校・教師が担うべき業務の精査【３分類】

■部活動改革の推進
★部活動の地域連携・地域展開
〇部活動指導員の配置

方向性

目標

・学校業務の見直し
・ＩＣＴや生成ＡＩの活用による負担軽減・効率化

◇超過勤務時間の縮減
◇ＩＣＴを活用している割合の増加

柱２：業務の削減・効率化柱２：業務の削減・効率化

■業務のアップデート
★学校間を横断する教材等の共有化
★調査・通知の精査・事務連絡の発出数の把握と精査
〇学校行事等の見直し
〇会議等の削減・オンライン化・効率化
〇共同学校事務室による業務の効率化

■ＤＸの推進
★ＩＣＴや生成ＡＩの活用
〇採点支援システムの活用
〇統合型校務支援システムの活用
〇高校入試におけるＷｅｂ出願システムの活用

■部活動改革の推進
★県のガイドライン「部活動の指導について」の徹底
〇中体連・高体連・高文連等との連携による業務の見直し

方向性

目標

・教職員の意識改革
・心身の健康
・柔軟な働き方

◇「職場は働きやすい」80％以上
◇年次有給休暇 年16日以上

柱３：働きやすさの確保柱３：働きやすさの確保

■意識・風土の改善
〇働き方改革に対する意識の醸成
★定時退勤日・ノー残業デーの徹底
〇学校閉庁日の実施
〇働き方改革に関する好事例の共有
〇管理職研修の充実
〇ハラスメントのない職場づくり

■健康管理
〇こころの相談窓口の周知
〇教職員の心身の健康の保持

■教員が本来の業務に専念できるようになるための取組
〇過剰な要求をする保護者等への対応

■人材育成
★新規採用者へのさらなるサポート

■勤務条件等の処遇改善
〇柔軟な働き方の検討（フレックスタイム制、テレワーク等）

趣旨：超過勤務解消、子どもと向き合う時間の
確保、働きやすい職場づくり

期間：令和８年度（2026）～令和11年度（2029）

計画の概要 主な目標

★は重点項目



                    提供年月日：令和８年(2026年) ４月 16日 

               部 局 名：教育委員会事務局 

                所 属 名：県立草津東高等学校 

               担 当 者 名：教諭 小川 侑也 

             電   話：077-564-4681 

 

 

「パラスポーツ競技用車いすを活用したインクルーシブ教育イベント」 

 

   公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンターの事業として 2024 年から、

スポーツ・アクティビティ用車いすを全国の自治体に配備する活動が行われています。

2025 年度には全国で 6 自治体が選ばれ、1 自治体につき 10 台が配備されました。

滋賀県も配備された自治体の一つです。 

草津東高校体育科は、本県のスポーツ振興と指導者の育成を目指して実習等の

体験的な授業に取り組んでいます。今回は、競技用車いすを使用するパラアスリート

の話を聞き、実際に生徒自身も競技用車いすを用いる体験をします。 

 

１ 目的 

   この取組を通して、スポーツの多様性に触れ、生涯スポーツの理解を深めていきた

いと考えます。さらに、誰もが参加できる社会のあり方について考える機会としたいと

考えます。 

 

２ 取組み内容 

車いすバスケットボール選手の清水千浪氏の講演と、パラスポーツ用車いす体験を行う。 

体験の後に、車いすを用いた生徒１０人と清水千浪氏が対戦をする。 

 

 

３  開催日時・場所 

令和８年４月２４日(金) 13;30～15:20(予定) 草津東高校 新体育館 

 

    

記者発表資料 


